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Ⅰ．はじめに
金融調査研究会※

近年、決済に現金通貨（キャッシュ）を用いない、キャッシュレス決済の進

展は世界的な潮流となっている。利用者利便の向上や現金通貨の発行等に係る

コスト削減等を目的として諸外国においても官民でキャッシュレスの取組みが

始まっており、キャッシュレス決済がすでに普及している国もある。また、わ

が国においても、利用者利便向上のための決済の質の改善を含めた様々な

キャッシュレス決済に係る取組みが民間でも始まっている。

しかし、わが国においては、クレジットカードや電子マネー等の普及により

決済全体に占めるキャッシュレス決済の割合は増加傾向にあるものの、現金を

容易に入手でき、また、現金に対する信認が高い等の理由から、現金が幅広く

利用されており、諸外国と比較すると依然として現金決済の割合が高い。

こうした状況を踏まえ、わが国は政府が「未来投資戦略2017」において、

「キャッシュレス決済が広く浸透」した社会を目指すべき社会像に掲げ、今後

10年間でキャッシュレス決済比率を倍増し、現状の2割程度から4割程度とす

ることを目指す政府目標が初めて明示された1。こうした目標も踏まえつつ、官

民において、関係法制の整備や各種手続きの合理化、IT技術を活用したオープ

ン・イノベーションやデジタル通貨の検討等、さらなるキャッシュレス決済の

普及に向けた取組みが進んでいる。

こうした中、本研究会は、「キャッシュレス社会の進展と金融制度のあり方」

をテーマに研究を進め、今般、提言を取りまとめた。本稿は、まず、個人・法

人を問わず、利用者にとって利便性の高いキャッシュレスな決済手段が広く普

及した社会をキャッシュレス社会と定義し、キャッシュレス社会の実現による

効果と課題について考察する。次に、わが国のキャッシュレスな決済手段の現

状を概観し、キャッシュレス社会の実現に向けた課題を分析したうえで、これ

らの課題を解決するために今後取り得るべき施策等について提言を行っている。

本提言が、関係各方面における議論の活性化に多少とも資すれば幸いである。

※	 金融調査研究会は、経済・金融・財政等の研究に携わる研究者をメンバーとして、1984年2月に全
国銀行協会内に設置された研究機関であり、本研究会の提言は、全国銀行協会の意見を表明するも
のではない。

1	「未来投資戦略2017」は「キャッシュレス決済比率」を定義していないが、経済産業省（2017a）は、
民間最終消費支出に占めるキャッシュレス決済額の割合を「キャッシュレス決済比率」としており、
2016年で約20%としている。「Ⅱ．1．（2）」参照。
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Ⅱ．キャッシュレス社会の実現に向けた現状の取組み
本節では、まず本稿における「キャッシュレス」および「キャッシュレス社

会」を定義し、わが国におけるキャッシュレス社会の実現に向けた現状の取組

みおよびキャッシュレスな決済手段について整理を行う。そのうえで、キャッ

シュレス社会の実現による効果と課題を検討する。

1．キャッシュレス社会とは
（1）　キャッシュレスの定義

本稿における「キャッシュレス」とは、各種取引において紙幣や硬貨と

いった現金通貨を用いないことと定義し2、また、「キャッシュレス社会」

とは、利用者にとって利便性の高いキャッシュレスな決済手段が広く普及

した社会と定義する。

これは、キャッシュレスな決済手段の利用比率が高まるという量的な側

面だけでなく、利用者利便に資する新たな価値が付加されたり、従来より

も安価に提供されたりするなど、質的な改善も含むものである。こうした

改善を通じて利用者利便が向上することで、キャッシュレスな決済手段の

利用がさらに拡大することが期待される。

なお、現金通貨の流通が全くなくなる社会を指すものではないことに留

意されたい3。

（2）　わが国政府のキャッシュレス社会の実現に向けた取組み
政府は、観光立国の実現やわが国経済の活性化に向けて、キャッシュレ

ス社会の実現に向けた取組みを進めてきた。

例えば、2014年6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」では、

「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会等の開催等を踏まえ、

キャッシュレス決済の普及による決済の利便性・効率性の向上を図る」と

いう方針が示され、この方針にもとづき、同年12月、内閣官房、金融庁、

消費者庁、経済産業省、国土交通省および観光庁の連名で、「キャッシュ

2	 本稿では、後述するとおり、キャッシュレスな決済手段に振込や口座振替等を含んでいることから
（「Ⅱ．1．（3）」参照）、政府目標とされている「キャッシュレス決済比率」（「Ⅰ」参照）で想定さ
れている「キャッシュレス」よりも、「キャッシュレス」の概念が広くなっていることに留意され
たい。また、取引には、BtoB、BtoC、CtoB、CtoCといった類型があるが、BtoBにおいては、すで
に振込や口座振替といったキャッシュレスな決済手段の利用が進んでいると考えられることから、
本稿では、主にBtoC、CtoBおよびCtoCの取引を分析の対象としている。

3	 例えばケネス・S・ロゴフ（2017）では、現金のない「キャッシュレス社会」ではなく、現金の少
ない「レスキャッシュ社会」への移行を提案している。本稿で定義する「キャッシュレス社会」は
後者の概念により近い。
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レス化に向けた方策」と題する文書が公表された4。同文書では、訪日外国

人向けの利便性向上等、クレジットカード等を安全に利用できる環境整備

および公的分野の効率性向上の観点からの電子決済の利用拡大に向けた対

応がまとめられた。

その後も、改訂が重ねられた日本再興戦略には、クレジットカード決済

により生じる購買情報等の消費データの標準化や、FinTechによるイノ

ベーションを促す環境整備が盛り込まれてきた。

足許の状況を見ると、2017年6月に閣議決定された「未来投資戦略

2017」では、「今後10年間（2027年6月まで）に、キャッシュレス決済比

率を倍増し、4割程度とすることを目指す」と、政府目標として初めて具

体的な数字を伴うKPI（Key	Performance	Indicator）が明示された5。

（3）　キャッシュレスな決済手段
キャッシュレスな決済手段として、例えば以下のようなものが挙げられ

る。

①　預金取扱金融機関による振込／口座振替
明確な定義は存在しないが、振込は顧客からの指図にもとづき、顧客

の現金あるいは預金取扱金融機関に開設された預金口座の資金を他の預

金口座に移動する決済手段6であり、口座振替は顧客以外の第三者から

の指図にもとづき、口座振替の委託者である顧客の預金口座の資金を他

の預金口座に移動する決済手段7である。

預金口座開設時に本人（取引時）確認を受ける必要があるものの、振

4	 内閣官房等（2014）
5	 脚注1でも述べたとおり、「未来投資戦略2017」は「キャッシュレス決済比率」を定義していないが、

経済産業省（2017a）は、民間最終消費支出に占めるキャッシュレス決済額の割合を「キャッシュ
レス決済比率」としており、2016年で約20%とされている。この中で、キャッシュレス決済額につ
いては、クレジットカード、デビットカードおよび電子マネーによる決済額が使用されているが、
わが国で発達している「振込・口座振替」は、キャッシュレス決済額に含まれていない。わが国で
キャッシュレスを進めていくに際しては、「振込・口座振替」の発達状況等、決済手段全体の現状
をより正確に把握した上で議論にあたる必要があると考えられる。

6	 同一の預金取扱金融機関に開設された口座間の資金移動を「振替」、他の預金取扱金融機関に開設
された口座間の資金移動を「振込」という場合もあるが、本稿ではこれらをまとめて「振込」とする。

7	 例えば、預金者、預金取扱金融機関、収納企業の3者契約を前提として、収納企業から銀行に提示
される請求データにもとづき行われる資金移動（自動引き落とし）等が挙げられる。この場合の契
約関係は、①預金取扱金融機関・収納企業間における料金等の収納事務を委託する旨の委任契約、
②預金取扱金融機関・預金者間における料金等の支払を委託する旨の委任契約、③収納企業・預金
者（契約者）間における料金等の支払を口座振替により行う旨の合意から成り立っていると考えら
れる。
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込時／口座振替時に改めて本人（取引時）確認を受ける必要はない8。

これらの決済手段は、銀行法等における「為替取引」に該当し、同法

等にもとづき預金等を受け入れる銀行等の免許を受けた金融機関から提

供される。

わが国において2016年に行われた振込／口座振替による決済の件数

および金額は、16億件、2,905兆円とされている9。

また、2018年10月からは、振込が24時間、365日可能になる予定で

ある10。

最近の海外における事例を見ると、スウェーデンではモバイル端末に

よる決済サービスであるSwish、インドでは国民ID番号や携帯電話番号

等と口座情報を紐付け、手軽に送金ができるサービスなどが提供されて

いる。また、英国ではリアルタイム決済サービスであるFaster	

Paymentsや、Faster	Paymentsの基盤を利用し、携帯電話番号と口座

情報を紐付けた送金サービスPaymなどが提供されている11。

②　振込／口座振替を前提とする決済手段
a．クレジットカード
クレジットカード会社から、信用を供与（与信）されることで、商

品およびサービス（以下「商品等」という。）の購入代金を後払いお

よび分割払いにできる決済手段である。

発行時には本人（取引時）確認やクレジットカード会社の与信審査

を受ける必要がある。

一般的には、利用限度額が設定されており、利用時には伝票へのサ

インが必要となる。ただし、クレジットカード会社と加盟店との間で

サインレス契約が締結されている場合や、ICチップ搭載カードを用い

8	 犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづき、10万円を超える現金による振込みなどを行う
場合には、本人（取引時）確認を受ける必要がある。

9	 全国銀行協会（2017a）
10	 全国銀行資金決済ネットワーク（2016）によれば、金融機関相互間の内国為替取引をオンライン処

理する「全銀システム」を運営する全国銀行資金決済ネットワークは、全銀システムの24時間365	
日稼動を実現するため、新プラットフォーム（モアタイムシステム）の構築を行っており、2018年
10月9日にサービスの提供を開始する予定である。これにより、これまでは「平日夕方～朝」や「土
日祝日」にATM	等で振込を行っても、翌営業日の朝に振り込まれていたものが、リアルタイムで
振込先の口座に着金できるようになる。なお、モアタイムシステムへの参加は、全国銀行資金決済
ネットワークの利用金融機関の任意とされていることから、2018年10月からすべての金融機関に
おいて24時間、365日の振込が可能となるわけではない。

11	 携帯電話番号と口座情報を紐付けた送金サービスについては、わが国においても、一部の金融機関
がすでにサービスを開始しているほか、複数の金融機関が協働し、個人間送金サービスについて検
討を行っている例もある。
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て暗証番号で本人認証する場合など、サインが不要な場合もある。

クレジットカード取引は、2か月以上の期間にわたり与信を行う場

合12に、割賦販売法における「割賦販売」に該当し、取引に関係する

事業者（クレジットカード会社や加盟店等）は同法にもとづく規制を

受けている。

利用者にとって、クレジットカードは、商品等の購入代金を後払い

等にできるほか、ポイント等特典の付与やATMから借入れが可能

（キャッシングサービス）となるなどのメリットがある。一方、利用

が加盟店に限定されることに加え、使い過ぎや盗難・紛失による第三

者利用を懸念する声もある（「Ⅲ．1．（1）③」参照）。

また、加盟店（事業者）にとっては、現金の管理コストが少なくな

るものの、加盟店手数料や専門端末の設置など、追加的なコストが必

要となる。

わが国において2016年に行われたクレジットカードによる決済の

金額は、49兆円とされている13。

最近の海外における事例を見ると、スウェーデンではスマートフォ

ン等のモバイル端末と専用のカードリーダを用いてクレジットカード

等の決済が可能になるサービスiZettleが提供されている。

b．デビットカード
商品等の購入代金を預金口座から直接即時払いできる決済手段であ

る。預金の額が実質的な利用限度額になり、クレジットカードと異な

り与信審査を受ける必要はなく、預金口座開設時など他の本人（取引

時）確認を受けていれば、改めて本人確認を受ける必要もない。クレ

ジットカードと同様、利用する際には利用伝票にサインまたは端末機

に暗証番号の入力が必要となる。

わが国では、J-Debitおよびブランドデビットの2種類が発行されて

いる。このうちJ-Debitは、預金取扱金融機関が発行するキャッシュ

カードを、特定の店舗（加盟店）において、デビットカードとして利

用できるようにしているものである。これに対し、ブランドデビット

は、国際的に活動しているクレジットカード発行会社（VISA、JCB、

銀聯等）の提供するネットワークを、デビットカードにおいて用いる

12	 いわゆる自社割賦（割賦販売）およびローン提携販売については「2か月以上かつ3回払い以上」の
分割払いが規制対象とされている。

13	 日本クレジット協会（2017）
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ものであり、店頭での決済に加え、インターネット決済等でも利用さ

れている14。

利用者にとって、クレジットカードのような使い過ぎの懸念はない

ものの、利用が加盟店に限定される点や、加盟店において追加的なコ

ストが必要となる点はクレジットカードと同様である。

なお、2017年4月に施行された銀行法施行規則の改正に伴い、コン

ビニエンスストアやスーパーマーケットのレジ等で預金口座から現金

引出しが可能となる「キャッシュアウトサービス」の提供が可能になっ

た。

わが国において2016年に行われたJ-Debitによる決済の件数および

金額は、989万件、4,023億円とされている15。また、日本銀行は、

2016年度のブランドデビットによる決済の件数および金額は、9,766

万件、4,860億円と推計している16。

c．Pay-easy（ペイジー）
ペイジーとは、税金や公共料金、各種料金などの支払を、金融機関

の窓口やコンビニのレジに並ぶことなく、パソコンやスマートフォン・

携帯電話によるインターネットバンキング・モバイルバンキングまた

はATM（キャッシュカードもしくは現金）から支払うことができる

サービス17である。預金口座もしくは現金により支払を行うものであ

り、ペイジーの利用そのものについては、本人確認を受ける必要はな

い18。利用する際には、請求書等に記載されている「収納機関番号」

等の入力が必要になり、また、インターネットバンキングでの支払の

際にはログインに係るID、パスワードおよび第二暗証番号等の入力

が、ATMのキャッシュカードによる支払の際には暗証番号の入力が

必要となる。

国民年金や税金だけでなく、インターネットでの買い物やオーク

ションの支払、航空チケットの購入時の支払にも利用することができ

る。

利用者にとって、ペイジーは、特別な手続きが不要19であるほか、

14	 日本銀行（2017a）
15	 日本デビットカード推進協議会（2017）
16	 日本銀行（2017a）
17	 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会（2017a）
18	 預金口座開設時や一定の現金振込については、本人（取引時）確認が必要となる。
19	 インターネットバンキングからペイジーで支払うためには、金融機関にインターネットバンキング

の利用登録（契約）が必要となる。
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多くの場合、手数料が不要20であるなどのメリットがある。一方、一

部の金融機関では取扱いをしていないことに留意する必要がある。

また、国や地方公共団体および事業者にとっては、納税手続き等の

合理化や現金の管理コストが少なくなるメリットがある。ただし、地

方公共団体における収納手段としての導入は進んでおらず、地方税の

納税における利用は限定的となっている21。

2016年度に行われたペイジーによる決済の件数および金額は、

6,930万件、15.8兆円とされている22。

③　振込／口座振替を前提としない決済手段
a．資金移動業者による送金
資金移動業は資金決済に関する法律に規定されており、預金取扱金

融機関以外の者が為替取引を業として営むことを指す。また、同法に

おいて、資金移動業を行うために内閣総理大臣の登録を受けた者を資

金移動業者と定義している。

資金決済に関する法律上の「為替取引」は、銀行法等における「為

替取引」と同義であるが、預金取扱金融機関と異なり、資金移動業者

が取り扱うことができる為替取引は100万円以下の資金移動に限定さ

れている。なお、10万円超の送金・受取りなど一定の取引時には、

本人（取引時）確認を受ける必要がある。

わが国において2016年度に行われた資金移動業者による送金の件

数および金額は、4,161万件、7,482億円とされている23。

b．前払式支払手段
金額や商品等の数量が、証票等に記載または電磁的な方法で記録さ

れ、かつ、予めその対価が支払われている決済手段であり、いわゆる

「電子マネー」や「プリペイドカード」などが該当する24。

記載または記録された金額や商品等の数量の範囲内で決済が可能で

あり、使用時にサイン等をする必要がない。
20	 民間企業への支払時は、手数料がかかる場合がある。また、ATMで休日・夜間に支払う場合、金融

機関によってはATMの時間外手数料がかかる場合がある。
21	 自治総合センター（2017）によると、2016年7月1日時点でペイジーを導入している自治体は20都

道府県、59市区町村とされており、最も導入が進んでいる口座振替（47都道府県、1,734市区町村）
と比較すると十分な普及には至っていない。

22	 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会（2017b）
23	 日本資金決済業協会（2017a）
24	 具体的には、東日本旅客鉄道が発行するICカード乗車券「Suica」や、グーグル・ペイメント合同

会社が発行するプリペイドカード「Google	Playギフトカード」等がある。
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資金決済に関する法律に規定されており、前払式支払手段発行者は

同法にもとづく規制を受けている。

利用者は利用時に本人確認を受ける必要がなく、ポイント等特典の

付与を受けられるケースもあるが、基本的に払戻し（現金への換金）

ができない25。利用が加盟店に限定される点や、加盟店において追加

的なコストが必要となる点はクレジットカード等と同様である。

わが国において2016年度の前払式支払手段の発行額は、23兆7,199

億円とされている26。

最近の海外における事例を見ると、中国では予めアカウントにチャー

ジした金額の範囲内でQRコード決済等が可能となるサービスAlipayや

WeChat	Payが提供されている。

c．デジタル通貨
現金通貨の代替として利用することが可能で、必要に応じて現金通

貨に交換することが可能な決済手段である。近年、IT技術の進歩等に

より検討され始めた決済手段であり、明確な定義は存在しない。本稿

は、以下の3つを想定している。

（a）　仮想通貨27

インターネットを通じて不特定多数の主体の間で商品等の対価と

して使用でき、基本的に中央銀行などの発行主体や管理者が存在し

ない。一般的に、専門の取引所を介して円・ドル・ユーロ・人民元

などの法定通貨と交換できる。ブロックチェーン技術／分散型台帳

技術（Distributed	Ledger	Technology、DLT）28を活用したビット

コインやリップルなどが知られている。

25	 前払式支払手段の保有者への払戻しは、前払式支払手段発行者が発行業務の全部または一部を廃止
した場合などに限定されている（資金決済に関する法律第20条）。

26	 日本資金決済業協会（2017b）
27	 資金決済に関する法律は仮想通貨を「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける

場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者
を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法に
より記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同
じ。）であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」（第2条5項1号）、「不特定
の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子
情報処理組織を用いて移転することができるもの」（同項2号）と定義。

28	 柳川・山岡（2017）では「『分散型台帳技術（DLT）』および『ブロックチェーン』について必ずし
も確立された定義がある訳ではないが、一般には、DLTは、多数の参加者が、帳簿間の不一致や二
重譲渡などを避けながら同じ帳簿を共有する技術を指し、ブロックチェーンはそのための技術の一
つを指すことが多い（その意味で、DLTの方が若干広い概念として使われることが多い）」とされて
いる。

8



仮想通貨交換業者に仮想通貨の売買を行うための口座を開設する

際には、本人（取引時）確認を受ける必要がある。

ビットコイン等は、インターネットやブロックチェーン技術の活

用により、低コストで広く海外にまで価値の移転が可能とされるが、

発行主体や管理者が存在しないために、需要に応じた供給の調整な

どが図られないなどの要因により価格変動が激しく、わが国におい

ては決済手段としての利用は限定的であると考えられる29。また、

マネー・ローンダリング等の犯罪への悪用への懸念30や、マイニン

グに大量の電力を消費する問題31も指摘されている。

（b）　中央銀行発行のデジタル通貨
中央銀行が発行するデジタル通貨は、法定通貨としての強制通用

力を有することが想定される。最近の海外における事例を見ると、

スウェーデンやカナダなど一部の中央銀行において導入の必要性な

どについて検討が進められている32。

デジタル通貨が現金通貨に代替することになれば、現金通貨の発

行に係るコストや管理コストが不要となることから、幅広い主体に

メリットをもたらす可能性がある。

一方、仕組みによっては、システムの構築に多大なコストがかか

り、また、海外旅行者や高齢者などデジタル通貨を利用することが

困難な者への対応を検討する必要がある。加えて、中央銀行が家計

や企業を含めた広範な経済主体に中央銀行の口座開設を認めるな

ど、国民の取引状況を把握できるような仕組みを採る場合には、プ

ライバシー保護の観点から慎重な検討が必要であることや、サイ

バーセキュリティ対策の十分な確立が求められることが指摘されて

いる33。

29	 日本銀行の黒田総裁は、2017年12月21日の記者会見で「今は、支払・決済手段でもなく、単なる
金融的な投資や投機の対象になっているということですので、金融庁は、そうしたものが消費者や
金融資産の投資家に不測の影響を及ぼすことがないかどうかを当然監視しておられると思います
が、私どもの金融政策に影響があるというものではないと思っています」とコメントしている（出所：
日本銀行（2017b））

30	 FATF（金融活動作業部会）が2015年6月に公表したガイダンスでは、「各国は、仮想通貨と法定通
貨を交換する交換所（exchanger）に対し、登録・免許制を課すとともに、顧客の本人確認や疑わ
しい取引の届出、記録保存の義務等のマネロン・テロ資金供与規制を課すべきである。」とされて
いる。（出所：金融庁（2015a））

31	 Hileman&Rauchs（2017）
32	 詳細は本稿末尾の「参考資料」ご参照。
33	 小早川（2017）
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（c）　民間発行のデジタル通貨
民間企業が発行するデジタル通貨は、法定通貨との交換レートを

固定することで投機対象になりにくい仕組みによる運営が想定され

る。わが国では、2017年10月時点で、MUFGコイン34やJコイン（仮

称）35などの構想が明らかになっている。こうした構想は、国際的

に見ても先進的な取組みであり、国際展開も含めた今後の発展が期

待される。

民間発行のデジタル通貨が広く流通することになれば、利用者に

とって取引や送金コストの低減が期待できるほか、自身の取引履歴

等を確認することが可能となり、資産管理や資産形成にも資すると

思われる。一方、異なるデジタル通貨が複数発行され、利用できる

取引等が限定されることになれば、利用者が受けるメリットも限定

的になると考えられる。

デジタル通貨を発行する民間企業にとっては、現金の管理コスト

等の削減が期待できるほか、デジタル通貨から得られる取引履歴等

にもとづき、利用者に対して、的確な商品等の提案を行うことなど

により、収益向上に繋げることも可能となる。一方、システム構築

等に相応のコストを要することから、これに見合う収益向上の見通

しを立てられるかが、発行の可否を判断するに当たってのポイント

となる。

なお、上記①および②の手段は、銀行を含む決済手段を提供する事業者

によって、スマートフォン等のモバイル端末を使った利用が可能となって

おり、今後も利用拡大することが見込まれる。

2．キャッシュレス社会の実現による効果と課題
キャッシュレス社会が実現したと仮定し、現金の取扱いが減少することで

得られる効果と課題を、資金の支払者、受領者、金融機関および政府・中央

銀行・地方公共団体という主体に分けて、以下で簡単に整理する。
34	 三菱UFJフィナンシャル・グループが開発中のブロックチェーン技術を活用したデジタル通貨。1コ

イン＝1円で等価で交換し、現金取り扱いコストの削減、利便性の高い購買・決済体験、データを
利用した新ビジネスの展開を目指すとしている。（出所：三菱UFJフィナンシャル・グループ（2017））

35	 みずほフィナンシャルグループが検討中と報じられたデジタル通貨。詳細は明らかにされていない
が、同社株主総会の質疑応答において「みずほのみならず、業界全体あるいは業界の垣根を越えて、
知恵を出し、協力し合って、新しいフレームワークをつくるべく、様々な研究・検討を重ねてきて
いる。その中の一つとして、例えば仮称ではあるが、『Jコイン』という電子マネーを、今後の一つ
の大きなインフラとして検討を始めている。」と言及されている。（出所：みずほフィナンシャルグ
ループ（2017））
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（1）　支払者
キャッシュレスな決済手段を利用することにより、電子的に決済手続き

が完了するなど、取引の迅速化および効率化が期待できる。また、取引履

歴が電子データで残り、事後の確認が容易になることから、個人において

は家計管理や資産管理などが、事業者においては会計処理などが容易にな

ることも期待できる。

また、ATMにおける現金引出しなど現金入手に関するコスト（時間、

手数料）、現金の盗難被害にあうリスク、偽造通貨を受け取るリスクなど

の減少が期待できる。加えて、現金の取扱量が減ることで、現金輸送・保

管に係るコストの削減が期待でき、特に事業者においては、現金取扱業務

に関する人件費等の削減が期待できる。

さらに、利用するキャッシュレスな決済手段によっては、決済額に応じ

てポイントが付与される等のサービスを享受することも期待できる。

一方、キャッシュレスな決済手段を利用する場合には、現金取引の場合

における取引の匿名性が必ずしも担保されず、支払者が意図しないかたち

で取引情報が利用されるおそれがあるほか、キャッシュレスな決済手段が

不正利用されたり、サイバー攻撃を受けたりした場合などは、多額の被害

を受けることも生じ得る。

（2）　受領者
支払者の項目で述べた効果に加え、キャッシュレスな決済手段を利用する

ことで、今まで以上に様々なデータを蓄積することが容易になる。これによ

り、事業者においては、POS（Point	of	Sales）レジ等の既存の購買データ

管理に加えて、トランザクションデータの活用やビッグデータの構築などに

より、支払者である消費者や取引先の需要を捉えた商品の管理、販売促進

活動のさらなる拡大も期待できる36。加えて、振込データに受発注や請求と

いった商流情報などを附帯する金融EDI（Electronic	Data	Interchange）を

活用すれば、売掛金の消込作業などの効率化に繋げることも可能となる37。

その他、決済額に応じてポイントが付与される等のサービスを提供する
36	 中小企業庁では2017年4月から導入された消費税軽減税率制度への対応に係る支援策として、中小

小売事業者等が複数税率に対応したPOSレジやタブレット・スマートフォン等を活用したITに対応
したレジシステムの導入等に係る経費の一部を補助する支援制度を実施している（出所：経済産業
省（2016a））。これは、単に複数税率に対応したレジの入替えということのみならず、中小企業の
生産性向上・経営力強化のため、POS	機能のあるIT	化の推進まで含むものとされており、これを
機にキャッシュレスな決済手段の受入れが進むことも期待される。

37	「Ⅲ．1．（2）」で触れる「XML電文への移行」は、国内送金指図の電文を固定長電文からXML電文
へ移行することで、より多くの商流情報を振込データに付帯させることを可能とすることにより、
金融EDIを利用しやすくするための取組みである。
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ことで、更なる取引機会の創出も期待できる。

一方、利用する手段によっては、システム開発や専用端末の設置、新た

な手数料の支払が必要になるほか、システム障害やサイバー攻撃などによ

り、多額の損害を被るおそれがある。

（3）　金融機関
受領者の項目で述べた効果に加え、現金の取扱い業務に係るコスト（人

件費、ATM維持費）の減少が期待できる。

一方、受領者の項目で述べた課題に加え、振込／口座振替を前提としな

い決済手段の利用が広がった場合、振込手数料や口座振替手数料等、得ら

れる手数料が減少する可能性がある。

（4）　政府・中央銀行・地方公共団体
政府および中央銀行においては、現金の取扱いが減少すれば、現金の供

給を減らすことで、現金の発行に係るコストの減少が期待できる。

また、現金の取扱いが減少することで、相対的に偽造通貨が流通するリ

スクが減少し、通貨への信頼性の向上が期待できる。

加えて、金融サービスへのアクセスが一般的でない国においては、アク

セスの容易な決済手段が普及することで、金融包摂の進展が期待できる。

その他、政府が進める行政手続きの電子化（「Ⅲ．2．（4）」参照）の進

展により、キャッシュレスな決済手段の利用とともに各種取引の電子化が

進めば、行政コストのさらなる削減も期待できる。

一方、特にデジタル通貨の利用拡大に対しては、マネー・ローンダリン

グ等での悪用防止、システム障害やサイバー攻撃などにより損害が発生し

た場合の対処などの対応が必要となる。

以上のとおり、キャッシュレス社会が実現し、現金の取扱いが減少するこ

とは、それぞれの主体ごとに異なる効果と課題を生じさせると考えられる。

しかし、キャッシュレス社会の実現を目指すうえでは、それぞれの主体の効

果・課題の議論に拘泥せず、社会全体の効率化を目指すことが肝要であると

考えられる。

12



Ⅲ．わが国におけるキャッシュレス社会の実現に向けた課題等
本節では、まず、キャッシュレスな決済手段の現状などを述べたうえで、

キャッシュレス社会の実現を目指す場合の課題について検討する。

1．わが国のキャッシュレスな決済手段の現状
（1）　決済手段の普及状況
①　現金決済の現状38

日 本 銀 行（2017c） は、 国 際 決 済 銀 行（Bank	for	International	

Settlements、BIS）傘下の決済・市場インフラ委員会（Committee	on	

Payments	and	Market	Infrastructures、CPMI）が公表する統計をもと

に、わが国の2015年時点の現金流通高の対名目GDP比率が19.4％と、

CPMIメンバー国の中でも突出して高いことを指摘している（図表1）。

【図表1】現金流通残高の対名目GDP比率
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（出所）日本銀行（2017c）

また、日本銀行（2017c）は、現金流通残高の対名目GDP比率とカー

ド決済金額の対名目GDP比率をプロットすると、両者には弱い負の相

関が観察できる（図表2）ことを指摘し、「『カード決済のウエイトが大

きいほど、支払手段として持ち歩く現金は少なくなる』といった関係を

示すもの」と分析した。また、日本が右下の端に位置していることから、

38	 以下の現金決済の分析に当たっては、現金流通残高を使用している。現金流通残高は現金決済の件
数とは必ずしも一致しないが、統計の制約から、現金流通残高を使用することとする。
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「日本ではカード決済のウエイトが相対的に小さく、支払手段として現

金が幅広く使われていることを示唆している」と分析した。

【図表2】現金流通残高とカード決済金額の対名目GDP比率
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このように、わが国で現金が幅広く使われているのは、ATMの設置

台数が多い（図表3）ために金融機関の窓口で現金を引き出すよりも比

較的容易に現金の入手が可能であること、偽札の発生割合が低い（図表
4）ために現金に対する信認が高いこと、窃盗等の被害にあう可能性が

低い（図表5）ために現金を保有するリスクが低いことなどの要因があ

ると考えられる。
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【図表3】100万人当たりのATM台数39
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（出所）CPMI（2016）から作成

【図表4】現金流通量に対する偽札発生割合（日本の偽札発生率を1とした場合）

1,619

638

216

1
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0

800

1,300

1,800

ポンド USドル ユーロ 日本円

（件）

ポンド：イングランド銀行HP、ユーロ：ヨーロッパ中央銀行HP、
日本円：警察庁HP及び日本銀行HPの資料から算出（いずれも
2012年データ）
USドル：アメリカ財務省HPの資料（流通券に占める偽造券は、
10,000枚に1枚程度）から算出（2006年データ）

（出所）国立印刷局（2017）

39	 わが国においては、コンビニエンスストアや、スーパーマーケット、駅など、金融機関の拠点外に
設置されたATMも多数存在するが、本統計には含まれていない。
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【図表5】10万人当たりの窃盗、強盗、空き巣の発生件数（2014年）
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（出所）United�Nations�Office�on�Drugs�and�Crime（2017）から作成

②　キャッシュレスな決済手段の現状
CPMIが公表する統計をもとに、わが国の民間最終消費支出に占める

クレジットカード、デビットカードおよび電子マネー 40による決済額の

比率（以下「キャッシュレス決済比率」という。）を見ると、クレジッ

トカードと電子マネーは年々増加傾向にあり、デビットカードは低位で

推移していることがわかる（図表6）。
なお、図表6の「振込／口座振替」41には、「振込／口座振替」を前提

とした他のキャッシュレスな決済手段（クレジットカード等）を利用し

た際の預金口座からの引き落とし等が含まれるため、参考情報としてい

ることに留意されたい（以下同様）。

40	 CPMI（2016）では「e-money」と表記。CPMIは、「ICチップ搭載カードやパソコンなどの端末に
電子的に格納された価値」と定義しており、本稿が想定する「デジタル通貨」は含まれず、わが国
においては前払式支払手段に該当するものが集計されていると考えられる。

41	 CPMI（2016）では「credit	transfer」と表記。なお、CPMI（2016）では「Credit	transfers	Payment	
orders	or	possibly	sequences	of	payment	orders	made	for	the	purpose	of	placing	funds	at	 the	
disposal	of	 the	beneficiary」とのみ定義されており、国によって統計の範囲が異なっている可能性が
あることに留意されたい。
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【図表6】日本のキャッシュレス決済比率の推移
（単位：％）

2011 2012 2013 2014 2015
キャッシュレス決済比率 14.3 15.1 15.5 16.2 18.2

クレジットカード 13.4 14.0 14.3 14.8 16.5
デビットカード 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
電子マネー 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6

（参考）振込／口座振替 924.6 930.3 986.4 987.1 997.2

（出所）CPMI（2016、2017）、総務省統計局（2013 ～ 2017）から作成

次に、同様のデータから2015年時点のわが国と諸外国のキャッシュ

レス決済比率を比較する（図表7）と、わが国のキャッシュレス決済比

率は諸外国と比較しても低水準であるものの、電子マネーは比較的高水

準にあることがわかる42。

【図表7】日本と諸外国のキャッシュレス決済比率（2015）
（単位：％）

国
キャッシュレス決済比率 （参考）

振込／口座振替クレジットカード デビットカード 電子マネー
ドイツ 14.8	 0.3	 9.7	 0.0	 3,197.0	
日本 18.2	 16.5	 0.1	 1.6	 997.2	
スイス 23.1	 10.0	 12.7	 0.4	 1,334.2	
ブラジル 28.7	 18.2	 10.5	 0.0	 915.6	
インド 37.6	 3.0	 33.7	 0.6	 1,139.0	
ロシア 39.2	 2.7	 35.0	 1.5	 1,679.9	
米国 45.1	 25.1	 19.9	 N/A 677.2	
スウェーデン 48.7	 11.0	 35.5	 0.0	 693.2	
英国 54.9	 12.0	 40.5	 N/A 5,918.9	
カナダ 55.0	 36.1	 18.8	 N/A 223.2	
シンガポール 56.0	 32.2	 21.9	 1.8	 198.6	
韓国 90.0	 72.2	 17.6	 0.1	 2,311.5	
中国 208.3	 208.3	 N/A N/A 47.4

（出所）CPMI（2016、2017）、総務省統計局（2017）から作成

日本銀行（2017a）は、多くの海外諸国でデビットカードが広く用い

られている背景として、「海外では、クレジットカードの発行審査が日

本に比べて厳しい」、「銀行側が小切手関連事務（小切手の発行や物理的

搬送等）にかかるコストの削減のため、小切手からデビットカードへの

代替を積極的に進めた」、「ユーザーにとって、デビットカードを用いれ

ば、小切手同様、『いつ、何に使ったか』といった情報を保存すること

ができる」等と指摘している。一方、日本においてデビットカードが広

42	 キャッシュレスな決済手段の普及状況を国際比較する場合、決済件数に占めるキャッシュレスな決
済手段による決済件数を比較する方がより実態に近いと思われるが、ここでは統計の制約から、民
間最終消費支出に占めるキャッシュレスな決済手段による決済額の比率を使っている。件数ベース
の調査としては、例えば、ボストン連邦準備銀行（C.	Greene,	S.	Schuh	and	J.	Stavins（2017））
やスウェーデン国立銀行（Sveriges	Riksbank（2016a））による調査がある。
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く用いられていない背景として、「日本では少額決済に現金や電子マネー

が広く使われていることや、クレジットカードの発行審査が海外に比べ

緩く、敢えてデビットカードを保有・利用するニーズが生じにくいこと、

などが寄与している」と指摘している。

なお、本稿でキャッシュレスな決済手段として挙げたデジタル通貨の

うち、中央銀行発行のデジタル通貨や民間発行のデジタル通貨は、前述

のとおりわが国では検討・試行段階であり実現に至ったものは存在しな

い。

また、仮想通貨は、一部の決済に利用可能な事業者が存在するものの

具体的な決済額は不明であるが、代表的な仮想通貨であるビットコイン

については、大きな価格変動を伴いながらも、明らかに取引量が増加し

ている。

③　キャッシュレスな決済手段が選択されない要因
支払者のうち、特に消費者における要因としては、古いデータである

が、日本銀行が2011年2月から3月にかけて4,000人を対象に行った調

査（有効回答数2,235人）43において、現金以外の決済手段を使わない理

由を尋ねたところ、「利用する機会や必要がないから」（50.9％）と回

答した割合が最も多く、続いて、「使い過ぎてしまうかもしれないから」

（46.0％）、「買い物などの代金を現金以外で支払うことが不安だから」

（45.2％）、「盗難や紛失にあうかもしれないから」（24.1％）との回答

が並んだ（図表8）。
また、内閣府が2016年7月に3,000人を対象に行った調査（有効回答

数1,815人）44において、クレジットカードを積極的に利用したいと思わ

ない理由を尋ねたところ、「日々の生活においてクレジットカードがな

くても不便を感じないから」（55.4％）、「クレジットカードの紛失・盗

難により、第三者に使用されるおそれがあるから」（41.3％）との回答

が並んだ（図表9）。
これらの調査結果を踏まえると、消費者が現金以外の決済手段を選択

しないのは、積極的に現金以外の決済手段を選択するメリットを感じな

いこと、現金以外の決済手段は第三者に不正利用される懸念があると感

じていること、の2点が要因となっていると推測される。

43	 日本銀行（2011）
44	 内閣府（2016）
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【図表8】現金以外の決済手段を使わない理由（複数回答）
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（出所）日本銀行（2011）

【図表9】クレジットカードを積極的に利用したいと思わない理由（複数回答）
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日々の生活においてクレジットカードが
なくても不便を感じないから

クレジットカードの紛失・盗難により、第三者に
使用されるおそれがあるから
個人情報などがクレジットカード会社や
利用した店舗などから漏えいし、
不正利用されてしまう懸念があるから

予算以上の買い物をしてしまうから

月々の利用金額が分からなくなってしまうから

その他

特にない
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（出所）内閣府（2016）

まず、1点目の現金以外の決済手段を選択するメリットを感じないと

いう要因には、前述のとおり、わが国においては、ATM台数が多く現

金の引出しが容易なことに加え、偽札の発生割合が低く、窃盗等の被害

19



にあうリスクが低いことが背景にあると考えられる。

また、2点目の現金以外の決済手段は第三者に不正利用される懸念が

あると感じている要因には、消費者自身が必ずしも正確な知識を身につ

けているとは言えないことが背景にあると考えられる。その一例として、

内閣府（2016）において、磁気カード決済よりも、ICカード決済や暗

証番号の入力が安全であることを知っているか尋ねたところ「いずれも

知らなかった」（44.5％）との回答が、「いずれも知っていた」（37.2％）

との回答を上回っている（図表10）。

【図表10】ICカード決済や暗証番号の入力が安全であることの認知度

37.237.2 8.38.3 7.27.2 44.544.5 2.92.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数（1,815人）

いずれも
知っていた

ICカード決済がより
安全であることは
知っていたが、
暗証番号の入力が
安全であることは
知らなかった

ICカード決済が
より安全であることは
知らなかったが、
暗証番号の入力が
安全であることは
知っていた

いずれも
知らなかった わからない

（出所）内閣府（2016）

この他、上記調査結果を見ると、決済がキャッシュレスになることで

使い過ぎなど金銭感覚が麻痺するようになることを懸念する消費者も一

定数いることが推測される。

さらに、裏付けとなる明確な調査結果等がなく、影響度合いは不明で

あるものの、キャッシュレスな決済手段を利用することで、自身の取引

が事業者に把握されたり、意図しないかたちで事業者の活動に利用され

たりすることに抵抗感を覚える消費者の存在45や、冠婚葬祭など現金を

使用する慣習の存在も、キャッシュレスな決済手段が選択されない要因

として考えられる。

受領者側の要因としては、「Ⅱ．1．（3）」で述べたとおり、決済手段

によっては、加盟店手数料や専用端末の設置などに追加的なコストを要
45	 総務省（2016）は、自身に関する情報が公的目的や企業の事業目的で活用される場合、利用者は相

手先によって情報を提供するか判断を変えるのか等を8か国（日本、米国、英国、ドイツ、韓国、
中国、オーストラリア、インド）で調査した結果が掲載されている。これによれば日本、ドイツ、
韓国は、全般的に「提供してもよい」を選ばない傾向にあったとされている。
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することが一因になっていると考えられる。

④　訪日外国人による決済の状況
「未来投資戦略2017」は、すべての訪日旅行者が、ストレスなく快適

に観光を満喫できる環境を目指し、「キャッシュレス環境の飛躍的改善」

として、「3メガバンクの海外発行カード対応ATMを2020年までに全

ATM設置拠点の約半数で整備」、「2020年までに、外国人が訪れる主要

な商業施設、宿泊施設及び観光スポットにおいて『100％のクレジット

カード決済対応』及び『100％の決済端末のIC対応』を実現」を掲げて

いる。

日本クレジットカード協会（2016）は、2014年8月に訪日経験のあ

る外国人を対象に行った調査（対象約1,000人）の結果として、「我が

国のカード利用環境への満足度は72％（「非常に満足」「満足」合計）で、

カード先進国の韓国（85％）より低いものの、観光先進国であるフラ

ンス（65％）より高く、海外と比較しても遜色がない」ことを公表し

ている。

一方で、観光庁（2016）が2016年9月から10月に行った調査（回答

件数5,332人）によると、訪日旅行者が日本の旅行中に困ったこととし

て「クレジット／デビットカードの利用」と回答した割合は、13.6％

であるとしている。

（2）　決済高度化に向けた議論の動向
「Ⅱ．1．（1）」の「キャッシュレス社会」の定義でも述べたとおり、キャッ

シュレス社会の実現に当たっては、既存のキャッシュレスな決済手段にお

いて、利用者利便に資する新たな価値が付加されたり、従来よりも安価に

提供されたりするなど、質的な改善が図られることも重要である。

この点に関しては、先に触れたとおり、振込を24時間、365日可能とす

る取組みが進められている（「Ⅱ．1．（3）①」参照）ほか、金融審議会

「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」が2015年12月に取

りまとめた報告書（金融庁（2015b））において、決済高度化の観点から、

リテール分野、ホールセール分野、決済インフラ等に関するアクションプ

ランを掲げている。

その後、金融庁が2016年6月に設置した「決済高度化官民推進会議」に

おいては、本稿執筆時点においても、同アクションプランのフォローアッ

プが行われており、XML電文への移行、送金フォーマット項目の国際標
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準化、国際送金における「ロー・バリュー送金」の提供、携帯電話番号を

利用した金融サービスの検討、オープンAPI46のあり方に関する検討、

CMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）高度化に向けた取組みが

検討されている。これらの取組みにより、事業者や個人によるキャッシュ

レスな決済手段の利用や活用が、より一層進むことが期待される。

（3）　キャッシュレスな決済手段を取り巻く法制度
①　現行の法令
わが国におけるキャッシュレスな決済手段は、それぞれ根拠とする法

令が異なっている（図表11）。
こうした状況に関し、内閣総理大臣の諮問機関である金融審議会は、

2017年11月に金融担当大臣から「機能別・横断的な金融規制の整備等、

情報技術の進展その他我が国の金融を取り巻く環境変化を踏まえた金融

制度のあり方について検討を行うこと」の諮問を受け、同月に「金融制

度スタディ・グループ」を設置して、検討を開始した47。

【図表11】キャッシュレスな決済手段の形態等
支払のタイミング サービスの例 提供事業者例 法令

前払い
電子マネー
ギフトカード

プリペイドカード
前払式支払手段発行者 資金決済に関する法律

同時／直後

振込／口座振替
デビットカード 銀行 銀行法

送金 資金移動業者 資金決済に関する法律
仮想通貨 ― ―48

後払い クレジットカード クレジットカード会社、
信販会社等 割賦販売法

（出所）各法令をもとに作成

②　キャッシュレスな決済手段の推進に向けた足許の動き
a．仮想通貨の定義および仮想通貨交換業者の登録制導入
2017年4月に施行された「情報通信技術の進展等の環境変化に対応

するための銀行法等の一部を改正する法律」による資金決済に関する

46	「Ⅲ．1．（3）②ｂ」参照。
47	 例えば、金融の機能を「決済」「資金供与」「資産運用」「リスク移転」などに分類し、機能・リス

クに応じたルールの適用を検討することや、金融規制における定義の横断化等の検討が予定されて
いる。

48	 仮想通貨の売買等を業として行う仮想通貨交換業は、資金決済に関する法律により規制されている
が、仮想通貨を用いた決済については特段の規制が課されていない。
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法律の改正により、仮想通貨の定義が規定され、仮想通貨の売買等を

業として行う仮想通貨交換業に登録制が導入された。仮想通貨交換業

者には、利用者保護の観点から、利用者が預託した金銭・仮想通貨の

分別管理が義務付けられたほか、犯罪による収益の移転の防止に関す

る法律の改正により、口座開設時の本人確認義務等が課された49。

b．電子決済等代行業者の登録制導入
2017年5月に成立した「銀行法等の一部を改正する法律」により、

オープンAPI50等の仕組みを活用して銀行と連携する電子決済等代行

業51に登録制が導入された。

これは、電子決済等代行業者に対し、登録義務を課すとともに、利

用者保護のための体制整備、情報の安全管理義務、財産的基礎の確保

等の措置や、同業を営むに当たり金融機関との契約を締結する義務を

課すこと等を内容としている。

また、金融機関に対しては、電子決済等代行業者との連携・協働に

係る方針の策定・公表や、連携・協働を行う金融機関に対してオープ

ンAPI等の体制整備に係る努力義務が課されている。

この改正は、利用者保護を確保しつつ、金融機関とFinTech企業と

のオープン・イノベーションを進めていくための法的枠組みを構築す

ることを目的としている。

c．クレジットカード決済時の加盟店による書面交付義務の緩和等
2016年12月に成立した「割賦販売法の一部を改正する法律」52は、

クレジットカード発行会社に対し、加盟店管理の強化や、クレジット

49	 金融庁（2016）
50	 オープンAPIのあり方に関する検討会（事務局：全国銀行協会）報告書は「API（Application	

Programming	Interface）とは、一般に『あるアプリケーションの機能や管理するデータ等を他の
アプリケーションから呼び出して利用するための接続仕様等』を指し、このうち、サードパーティ（他
の企業等）からアクセス可能なAPIが『オープンAPI』と呼ばれる。」としている。（出所：全国銀行
協会（2017b））

51	 電子決済等代行業とは、銀行に預金の口座を開設している預金者の委託を受けて、電子情報処理組
織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対す
る指図の伝達を受け、これを当該銀行に対して伝達すること、あるいは、銀行に預金または定期積
金等の口座を開設している預金者等の委託を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当
該銀行から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供することを指す。（出所：金
融庁（2017a））

52	 経済産業省（2017b）
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カード情報の適切な管理を求める53と同時に、FinTech企業による決

済業務への参入を見据え、安心かつ安全なクレジットカードの利用環

境の整備の一環として、クレジットカード利用時の加盟店による書面

交付義務を緩和し、電磁的な方法による情報提供を可能とすること等

を内容としている。

2．キャッシュレス社会の実現に向けた課題
これまで、わが国のキャッシュレスな決済手段の現状を概観したが、預金

口座の開設が比較的容易で多くの国民が預金口座を持ち54、振込や口座振替

といった基本的な金融サービスが充実している点55、盗難等の犯罪が相対的

に少ない点（前掲図表5）など、諸外国とは異なる状況にあることから、諸

外国と比較して他のキャッシュレスな決済手段の利用が少ないことをもっ

て、キャッシュレスな決済手段の利用をさらに進めるべきとの結論に至るこ

とは拙速と思われる。

一方、訪日旅行者はクレジットカードやデビットカードの利用に関して不

便さを感じており（「Ⅲ．1．（1）④」参照）、また、国内においても、金融

庁（2015b）に見られるとおり、決済の高度化を求める声が挙がっている。

ここでは、決済業務等の高度化の観点も含めて、キャッシュレス社会の実

現に向けたわが国における課題について検討する56。

（1）　オープン・イノベーションの推進
キャッシュレス社会の実現のためには、オープン・イノベーション（外

部との連携・協働による革新）の促進により、新たな技術やサービスが生

まれる環境を整えることが課題となる。

近年、急速にキャッシュレスな決済手段の利用が広まった国として、中

53	 具体的には、加盟店管理の強化のため、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の制度が新設
され、事業者がアクワイアラーとして加盟店契約業務を行う場合や、決済代行業者が加盟店との契
約締結について実質的な最終決定権限を有し、加盟店管理を行う場合等について、同制度における
登録が義務化された。

	 また、クレジットカード番号等の不正利用防止のため、加盟店に対し、クレジットカード端末のIC
対応化などによる不正使用対策を義務付けている。

54	 	World	Bank（2017）の推計によれば、世界中で20億人の成人が銀行口座を持っていないとのこと
である。この場合、新たな決済手段の利用が広がらない限り、基本的に現金での決済が行われるこ
とになる。

55	 わが国では、全国銀行資金決済ネットワークが運営する「全銀システム」に多くの金融機関が参加
しているため、基本的に全国各地から振込や口座振替の利用が可能である。

56	 なお、日本銀行（2016）は、分散型台帳技術等を利用した暗号通貨が、中央銀行が発行する通貨を
凌駕した場合、金融政策の有用性の低下は避けられないと指摘したほか、暗号通貨との競争を受け
たシェアの低下に伴うシニョレッジ（通貨発行益）の減少についても指摘している。
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国が挙げられる。わが国と中国とは国家体制や金融制度等が異なることか

ら、単純な比較は避けるべきであるが、スマートフォンとQRコードを利

用した簡易な決済方法と、当該決済方法を利用することによるメリットの

付与が、キャッシュレス社会の実現に寄与したことは疑いのないところで

ある。

一方、わが国においては、例えば邦銀のシステム関連経費が既存システ

ムの維持・運用や安全対策に集中していることなどを踏まえ、イノベーショ

ンへの取組みの遅れを指摘する声がある57。

新たな技術やサービスが誕生することで、支払者および受領者にとって、

よりメリットのあるキャッシュレスな決済手段の登場と利用の拡大が期待

される。さらに、そのキャッシュレスな決済手段が国際標準となれば、国

内外の利用者が当該手段を国境を意識せずに利用できることとなり、利便

性はより一層高まるものと思われる。

わが国における決済は、預金と密接に結びついていることから、銀行界

においては、決済インフラの整備や利用者インターフェースの統一などの

面では協調しつつ58、アプリケーション等の商品サービスの領域において

は、個別行におけるイノベーションの推進による競争を促進することが期

待されるところである。

このうち後者については、ビジネスモデルの確立した銀行等が単独でイ

ノベーションの推進に取り組むことには困難な面もあることから、オープ

ン・イノベーションにより、これを促進することが重要となる。

オープン・イノベーションの推進については、例えば、オープンAPIの

活用が考えられる。

オープンAPIについては、前述のとおり2017年5月に成立した「銀行法

等の一部を改正する法律」により、一定の措置が講じられたほか、官民連

携の取組みとして、全国銀行協会を事務局として設置された「オープン

APIのあり方に関する検討会」が、2017年7月に報告書を公表し、銀行分

野におけるオープンAPIのあり方についての検討結果を取りまとめてい

る。

57	 例えば、金融庁（2017b）では、米銀がIT予算の優先分野を「変化」への投資としているのに対し、
邦銀のシステム関連経費は大部分が維持・運用や安全対策などに充てられていることが指摘されて
いる。

58	 例えば前述した振込を24時間、365日可能とする取組みやXML電文への移行などは、資金の出し手
（仕向銀行）と受け手（被仕向銀行）の両方が対応していなければ、利用者利便の向上に繋がらな
いことから、業界、さらには預金取扱金融機関全体で取り組むことが重要となる。
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また、経済産業省に設置された「クレジットカードデータ利用に係る

API連携に関する検討会」が、2017年6月にクレジットカード会社のAPI

連携によるサービス創出やビジネス展開の可能性を踏まえたAPI連携の促

進に向けた中間取りまとめを公表している。

その他には、「未来投資戦略2017」の中で、オープン・イノベーション

の推進のための施策として、データ利活用基盤の整備、規制の「サンドボッ

クス」制度の創設等を通じた価値の最大化を後押しする仕組みが提案され

ている。

銀行においては、金融機能の「アンバンドリング化」等により銀行の情

報生産機能の低下が懸念されているが、オープン・イノベーションの推進

により、新たな情報の取得等が進めば、既存のサービスとの組み合わせに

より、金融仲介機能をより発揮できるようになることが期待できる。

銀行は、オープン・イノベーションを推進するためにも、IT技術の進化

やイノベーションの進展による構造的な変化や環境変化に対して、遅れず

に適切な対応をとることができる、質の高いガバナンスの構築を図ること

が課題となる。

（2）　セキュリティの確保とプライバシーおよび個人情報の保護
キャッシュレスな決済手段が選択されない要因（「Ⅲ．1．（1）③」参照）

で述べたとおり、消費者が現金以外の決済手段を選択しない要因の1つと

して、現金以外の決済手段は第三者に不正利用される懸念があると感じて

いることが推測される。

したがって、新たな金融商品・サービスを利用してもらうためには、そ

の商品・サービスが、顧客にとって安全・安心であることが前提となる。

オープン・イノベーションの推進に当たっては、提供する金融商品・サー

ビスのセキュリティの確保と、プライバシーや個人情報保護に十分留意

し、技術革新等に応じた継続的な改善や見直し、高度化を行っていくとと

もに、顧客に対して、取得したデータの活用方針等も含めて丁寧な説明・

周知を行うことが求められる。

他方で、データの利活用に関し、EUにおいて、2018年5月に発効予定

のEU一般データ保護規則にもとづき導入されるデータポータビリティ59の

59	「本人が提供した官民が保有するデータを、再利用しやすい形で本人に還元又は他者に移管」でき
る仕組み（出所：総務省等（2017））。
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権利を受け、わが国においても総務省および経済産業省が「データポータ

ビリティに関する調査検討会」を設置し、医療、金融、電力等の分野にお

けるデータポータビリティのあり方について、調査・検討が行われること

とされている。キャッシュレスな決済手段の普及のためには、個人情報保

護とあわせて、こうしたデータの利活用に向けた方策の検討も期待される。

（3）　キャッシュレスな決済に関する法制の整備
前述のとおり、現在、わが国におけるキャッシュレスな決済手段はそれ

ぞれ根拠となる法律が異なっている。今後、情報通信技術の進展等により

キャッシュレスな決済分野における構造変化の加速が見込まれる中、情報

セキュリティや利用者保護といった課題に留意しつつ、利便性の高いサー

ビスの提供がさらに進展していくような環境整備を図ることが課題となっ

てくる60。

例えば、前述したように、民間企業においてブロックチェーン技術等を

活用した独自のデジタル通貨発行の検討が進んでいる。こうした取組みは、

キャッシュレスな決済手段の多様化や普及により利用者利便の向上等が期

待されるものの、必ずしも法的な位置づけは明確化されていない。

また、仮想通貨や新しい技術を利用した国際送金サービスは、既存の国

際送金サービスより安価な送金手段になり得ると考えられるが、これらの

新しいサービスを既存の法令61との関係でどのように整理すべきであるか

は必ずしも明確になっていない。

その他、（4）とも関連するが、オンライン取引での本人確認において、

郵便物の郵送等の手続きが必要となることが、オンライン取引の利用を妨

げ、結果としてキャッシュレスな決済手段の活用を妨げていることが考え

られる。

（4）　キャッシュレスな決済に伴う各種手続きの電子化の推進
キャッシュレス社会の実現のためには、民間・行政における各種手続き

の電子化を推進していくことが課題となってくる。

こうした手続きの電子化により、消費者および事業者がキャッシュレス

60	 金融庁（2015b）は、「金融・IT融合の動きを背景に、規制領域をまたがる形で決済サービスが発達
するとともに、異なる規制領域にある様々な決済手段が一体的に提供されつつある。こうした方向
性で決済サービスが発展しつつある中で、規制が区々となっていることは、利用者利便の妨げとなっ
たり、ビジネスの選択に歪みをもたらしていく可能性もある。」と指摘している。

61	 例えば、外国為替及び外国貿易法や犯罪による収益の移転防止に関する法律等との関係が挙げられ
る。
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な決済手段を利用するメリットが拡大するため、一層のキャッシュレス社

会の推進に繋がると考えられる62。

例えば、経済産業省は、2016年に「流通・物流分野における情報の利

活用に関する研究会」が取りまとめた消費データの標準的なフォーマット

（＝デジタルレシートデータ）63にもとづき、2017年に買物レシートの電子

化を通じたデータ利活用に関する実験を行った64。

これは、被験者が「電子レシートアプリ」を用いて、事業者が保有して

いる自身の買物レシート（購買履歴）データにアクセスし、電子化された

レシートをスマートフォンで自己管理できる仕組みや、架空の事業者から

の依頼に応じて自身の個人情報をどの程度マスキングするかを判断し、

データ提供の可否を決定するという仕組みの実験であるが、このように、

レシートが電子化され、自身の購買履歴に新たな付加価値が生まれること

で、キャッシュレスな決済手段を利用するメリットが拡大する。

銀行においても、手形・小切手の電子化を含め、各種手続きの電子化を

進めることで、各種手続きの効率化を進めることができるだけではなく、

手続きにおいて取得したデータの利活用も可能になることから、積極的に

これを推進すべきであり、そのことが結果として、キャッシュレスな決済

手段の利用促進に繋がると考えられる。

手続きの電子化を進めるに当たっては、書面の作成等を前提とした各種

法令の存在が問題となり得るが、例えばマイナンバーカードの普及を前提

とすれば、同カードを用いた公的個人認証サービスの活用により不要とな

る書面も多く存在することから、この積極的な活用も1つの解決策となり

得る。

行政手続きの電子化については、政府による規制改革推進会議行政手続

部会（2017）において、行政手続電子化の徹底（デジタルファースト原則）

が掲げられ、このうち納税手続きの電子化については、政府税制調査会

（2017a）において、e-Tax（国税電子申告・納税システム）の認証手続き

の簡便化やマイナポータルにおける税・年金等のオンライン・ワンストッ

62	 例えば、経済産業省（2017a）は、「お金の流れをデジタルで完結するための課題と対応」を掲げ、
「FinTechサービスのイノベーションを促進し、ユーザーの利便性を高めるためには、金融サービス
の一連の流れがデジタルで完結する環境整備を進める必要がある」と指摘している。

63	 経済産業省（2016b）
64	 経済産業省（2017c）
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プサービスの実現、国税・地方税の納付のキャッシュレス化の推進、地方

税における共通電子納税システムの構築などを内容とする報告が取りまと

められている。電子納税の推進は、利用者利便の向上と、政府の事務負担

軽減が期待される。なお、現在、総務省の地方税電子化協議会にて「地方

税共通納税システム」の構築に着手しており、2019年10月から稼動予定

となっている。これにより、地方税の申告税については、すべての地方団

体に電子納付が可能となる予定である。

個別銀行においては、納税手続き等の効率化に向けた取組みが進められ

ているほか65、全国銀行協会においても、2019年3月、民間金融団体と国

税庁や総務省、警察庁、厚生労働省など行政府等をメンバー・オブザーバー

とする「税・公金収納・支払の効率化等に関する勉強会」を設置し、中長

期的な税・公金収納・支払の効率化を進めるための対応について意見交換

等を実施するなど66、官民が連携した取組みも進められている。

行政手続きを真に効率化するためには、全国にある1,700以上の地方公

共団体を含めた取組みが必要であり、上記のような連携を通じた官民一体

のさらなる取組みが期待される。

なお、各種手続きの電子化を推進するに当たっては、技術の陳腐化等へ

の対応が必要となることに留意が必要である。

65	 一部の銀行においては、納税手続き等を簡便にするため、スキャナにより税・公金等の各種払込票
から必要な情報を抽出・認識することが可能なATMや、払込票のバーコードをスマートフォンのカ
メラで読み取り、口座振替で支払うアプリを設置・提供している例もある。

66	 全国銀行協会（2018）
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Ⅳ . 提言
「Ⅲ．」で述べたとおり、他国との比較だけをもって、わが国において、キャッ

シュレスな決済手段の利用をさらに推進すべきとは必ずしも言えない。しかし

ながら、銀行を含む決済手段を提供する事業者が顧客本位の金融商品・サービ

スの提供に向けて、決済手段の質と多様性を高め、さらに政府がそれを後押し

する施策を講じることが、結果として、キャッシュレス社会の実現に繋がるも

のと考えられる。

本節では、「Ⅱ．」の分析および「Ⅲ．」で挙げた課題を踏まえ、以下の4点

の取組みを提言する。

1．オープン・イノベーションの推進
　◇	銀行は、決済インフラの整備や利用者インターフェースの統一など

の面においては業界で協調しつつ、アプリケーション等の商品サー
ビスの領域においてはオープン・イノベーションを推進するととも
に、IT技術の進化やイノベーションの進展による構造変化および国
際的な動向などを適切に捉えたうえで、迅速な対応をとることがで
きる、質の高いガバナンスを構築すべき。

2．�決済手段におけるセキュリティの確保とプライバシーおよび個人情報
の保護

　◇	銀行を含む決済手段を提供する事業者は、利用者が安心・安全に決
済手段を利用できるよう、セキュリティの確保とプライバシーおよ
び個人情報の保護に努めるべき。

3．�新たな金融商品・サービスの開発・提供に繋がる自由な競争を促進す
るための関連法制の整備

　◇	政府は、利用者保護を前提としたうえで、新たな金融商品・サービ
スの開発・提供に繋がる自由な競争を促進するための法的基盤の整
備を検討すべき。

4．各種手続きの電子化と決済高度化等の一体的な推進
　◇	銀行や政府・地方公共団体は、各種手続きの電子化と決済の高度化

等を一体的に推進することにより、より良いサービスの提供と業務
の効率化に繋げるべき。

1．オープン・イノベーションの推進
銀行は、決済インフラの整備や利用者インターフェースの統一などの面に

おいては業界で協調しつつ、アプリケーション等の商品サービスの領域にお

いてはオープン・イノベーションを推進するとともに、IT技術の進化やイノ
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ベーションの進展による構造変化および国際的な動向などを適切に捉えたう

えで、迅速な対応をとることができる、質の高いガバナンスを構築すべきで

ある。

決済高度化の推進においては、顧客利便の向上のため、インフラの整備や

利用者インターフェースの統一などの面で、銀行界のみならず預金取扱金融

機関全体で協調していくことが重要である。

一方、アプリケーション等の商品サービスの領域においては、オープン・

イノベーションの推進により新たな技術やサービスが誕生することで、消費

者および事業者にとって、よりメリットのあるキャッシュレスな決済手段の

登場が期待される。

特に、キャッシュレスな決済手段が増え、キャッシュレスな決済手段が普

及すれば、あらゆる取引情報が電子化されることになる。キャッシュレスな

決済手段の普及は、銀行における決済関係の手数料を減少させる可能性があ

る一方、キャッシュレスな決済手段を通じて取引情報の取得が進めば、預金

を中心とした振込や口座振替等、既存のサービスとの組み合わせにより、従

来以上の情報生産機能や金融仲介機能を発揮できるようになることが期待で

きる。

例えば、銀行がデジタル通貨を発行したり、金融EDIなどの決済情報に商

流情報を付与する仕組みを導入したりすることで、電子化された取引情報を

取得し、加工・分析できるようになれば、個人顧客の志向やライフ・スタイ

ルに応じた新たな金融商品・サービスの提案、法人顧客に対する事業の状況

に沿った各種ソリューションの提供やタイムリーな融資の実行など、個々の

顧客へのきめ細やかな対応も可能になると考えられる。

預貸金利鞘の縮小や地方における人口減少など、銀行の経営環境が厳しさ

を増す中、銀行は、金融仲介業としての従来からの役割を果たしながら、

キャッシュレス決済とオープン・イノベーションを推進することにより、顧

客との良好な関係の維持と収益の向上に取り組むべきである。

また、今後、例えばブロックチェーン技術等を活用した送金サービスなど、

新たな決済手段を利用したサービス等を開発する際、国境を越えた利用も可

能になれば、国内だけでなく、海外利用者の利便性を高めることも可能とな

り、海外事業者との連携など、銀行自身のビジネスチャンスの拡大にも繋が

ることとなる。

海外における利用を拡大するためには、海外におけるニーズを踏まえた商
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品・サービスの開発とともに、国際標準化への対応も重要であり、このよう

な国際動向の把握とそれを踏まえた対応も不可欠である。

銀行は、IT技術の進化やイノベーションの進展および国際的な動向を適切

に捉えたうえで、それらを迅速にビジネスチャンスに繋げられるよう、行内

体制の整備や人材育成などを含めた、果断かつ迅速な意思決定が可能な質の

高いガバナンス構築に積極的に取り組むべきである。

2�．決済手段におけるセキュリティの確保とプライバシーおよび個人情報の
保護
銀行を含む決済手段を提供する事業者は、利用者が安心・安全に決済手段

を利用できるよう、セキュリティの確保とプライバシーおよび個人情報の保

護に努めるべきである。

長年にわたり現金が選好されているわが国において、新たな決済手段を利

用してもらうためには、その決済手段が、現金と同等の安心・安全な決済手

段であり、かつ、その利用者である消費者および事業者に、そのことが浸透

する必要があると考えられる。

したがって、そのためには、決済手段におけるセキュリティの確保とプラ

イバシー等の保護に加え、そのことを広く利用者に周知し、理解を得ること

が重要である。

特にわが国においては、銀行を利用することに対する安心感は相対的に高

いと考えられることから、銀行が安心・安全な利用環境の下で、自行の業務

効率化や収益向上に資するキャッシュレスな決済手段を提供するとともに、

そのことについて積極的な周知を行うことは、銀行の優位性を活かせるだけ

でなく、キャッシュレスな決済手段の利用拡大にも資すると思われる。

銀行における情報システムの安全対策は、公益財団法人金融情報システム

センターが策定する「安全対策基準」等にもとづき実施されているほか、オー

プンAPIに関しては、「オープンAPIのあり方に関する検討会」において、セ

キュリティ原則や利用者保護原則が取りまとめられているが、技術革新やサ

イバー攻撃の増加・高度化等に応じた継続的な改善や見直し、高度化を行っ

ていくことが必要である。

また、キャッシュレスな決済手段が普及し、「Ⅳ．1．」で述べたように、
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銀行が電子化された取引情報を利活用する場合、銀行の守秘義務や個人情報

保護との関係が問題となり得る。「個人情報の保護に関する法律」の改正に

より匿名加工情報の利活用が可能になるなど、法令面での対応も行われてい

ることから、電子化された取引情報の利活用が直ちに守秘義務違反や法令違

反に繋がるわけではないが、取引情報の利活用に当たっては、顧客に対する

周知や説明を丁寧に行い、ケースによっては顧客の意思を尊重する仕組みを

設けるなどして、顧客の理解を得るべきである。

3�．新たな金融商品・サービスの開発・提供に繋がる自由な競争を促進する
ための関連法制の整備
政府は、利用者保護を前提としたうえで、新たな金融商品・サービスの開

発・提供に繋がる自由な競争を促進するための法的基盤の整備を検討すべき

である。

金融審議会「金融制度スタディ・グループ」において、機能別・横断的な

金融規制の整備の検討が行われているが、検討に当たっては、例えば、今後

の実用化が見込まれる民間発行のデジタル通貨等、新たな金融商品・サービ

スの開発・提供において、利用者保護を前提としたうえで、従来の業態別の

規制が残ることにより、事業者間の健全な競争が阻害されることがないよう

検討を進めることが期待される。

なお、2017年に金融庁等が設置した「FinTech時代のオンライン取引研

究会」67では、FinTechに対応した効率的な本人確認の方法など、FinTech時

代のオンライン取引に係る諸課題について検討が行われているほか、金融庁

が設置した「FinTech実証実験ハブ」において、民間によるブロックチェー

ン技術を用いて、顧客の本人確認手続きを金融機関共同で実施するシステム

の構築検討の支援が行われている68。これにより、効率的な本人（取引時）

確認方法等が確立し、オンライン取引が活発となり、消費者・事業者双方の

取引に係るコストが低減することで、オンライン取引によるキャッシュレス

な決済手段の利用が加速されることが期待される。

本人確認など、社会的な必要性から実施する手続きについては、官民での

連携により効率化を進めるべきであり、このことが民間における健全な競争
67	 金融庁（2017c）。なお、同研究会の議事は非公開とされ、議論の内容は不明であるが、一部構成メ

ンバーが情報通信技術を用いた効率的な取引時確認方法等についても議論していることを公表して
いる（出所：新経済連盟（2017）、Fintech協会（2017）等）。

68	 金融庁（2017d）
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促進に繋がると考えられる。

4．各種手続きの電子化と決済高度化等の一体的な推進
銀行や政府・地方公共団体（以下「政府等」という。）は、各種手続きの

電子化と決済の高度化等を一体的に推進することにより、より良いサービス

の提供や業務の効率化に繋げるべきである。

銀行や政府等における各種手続きの電子化は、すでに様々な取組みが行わ

れているが、このような取組みと電子納付を可能とする環境の提供等、決済

の高度化等を一体的に推進すべきであり、そのことがキャッシュレスな決済

手段の普及に繋がることとなる。

銀行においては、すでに店頭におけるタブレット端末の利用などにより、

手続きの電子化を進めているが、加えて、スマートフォンの活用などにより、

顧客が店舗に来訪することなく各種手続きや振込指図等を行えるようにする

ことで、電子データによる簡便な手続きやキャッシュレスな決済手段の活用

への意識が高まり、キャッシュレス社会の実現にも資すると考えられる。ま

た、手形・小切手の電子化を含め、各種手続きの電子化が進めば、顧客の利

便性が向上するだけでなく、銀行にとっても書類の管理コスト等の減少に繋

がることとなる。

すでに、一部の銀行ではスマートフォンのアプリ等による口座開設が行わ

れているが、さらにローンの申込み等まで踏み込んで電子化することが可能

になれば、大きな効果を挙げることが期待できる。例えばマイナンバーカー

ドの公的個人認証サービスは、活用方法次第では各種契約手続きにおける契

約書の作成、押印、収入印紙の貼付等を不要にすることも可能とされている。

また、マイナポータルの機能を活用することにより、所得証明書等の書類を

オンラインで取得し、スムーズな審査を行えるようになることが期待され

る69。こうした対応のためには、顧客側で公的個人認証サービスに対応した

ICカードリーダライタの用意が必要になるものの、今後の銀行における電子

化の取組みとして検討に値するだろう。

一方、顧客が店舗に来訪することなく各種手続きを行えるようになれば、

銀行としては顧客との接点が減少する懸念がある。こうした懸念を払拭する

ためには、銀行店舗を単なる受付窓口として捉えるのではなく、顧客に対す

69	 政府税制調査会（2017b）
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る接客の場として考えていく必要がある。例えば、電子化により確保した労

働時間やスペース等と、電子化により得られた電子データ等の情報を有効活

用することにより、資産運用の相談や、事業承継・相続のコンサルティング

業務のように、顧客一人ひとりに対して手厚い対応を行う業務に集中するこ

とが可能となる。

また、行政手続きにおいては、納税手続きにおける書類作成が納税者にと

って大きな負担となり、電子化が強く求められる分野と考えられる。それで

も電子化が十分進んでいないのは、電子的な納税手続きに必要なICカードリ

ーダライタの取得に費用や手間がかかること、また、納税者にそのメリット

が十分周知されていないものと推察される70。政府等は、マイナンバーカー

ドの普及促進やマイナポータルの活用等、納税者が電子的な納税手続きを利

用しやすくなるような環境整備を継続するとともに、納税者に対してペイジ

ーによる電子納税や口座振替等の利用をより積極的に周知していくべきであ

る。

さらに、納税手続き等の電子化と電子納税の推進においては、全国にある

1,700以上の地方公共団体を含め、官民が連携し、一体となって、さまざま

な利害を克服していくことが必要である。そのためには、政府等や銀行は、

納付者の意見やニーズも十分に踏まえ、課題の抽出を行ったうえで、協力し

て課題の解決に向けた取組みを行うことが求められる。

なお、各種手続きの電子化等を推進するに当たっては、技術の陳腐化等も

踏まえた、利用者利便の向上に資する不断の見直しを実施すべきである。

以　　上

70	 国税庁（2017）では、e-Taxを利用していない（または利用をやめた）理由として、「ICカードリー
ダライタの取得に費用や手間がかかるから」（34.1％）や「電子証明書の取得（更新）に費用や手
間がかかるから」（32.2％）が挙げられている。
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参考資料：諸外国におけるキャッシュレスの状況
国際決済銀行（BIS）の決済・市場インフラ委員会（CPMI）が毎年公表し

ている報告書の2015年版71に、現金流通残高の対名目GDP比率が掲載されて

いる（前掲図表2）。「Ⅲ．」で述べたとおり、現金流通残高の対名目GDP比率

が低いほど、キャッシュレス化が進んでいると考えられる。

本資料では、現金流通残高の対名目GDP比率が特に低いスウェーデンをは

じめ、キャッシュレス社会に向けた取組みを行っていると考えられる、カナダ、

韓国、インドおよび中国について、それぞれの取組み事例を紹介する。

（1）　スウェーデン
①　主なキャッシュレス化の取組み
スウェーデンにおいてキャッシュレス化が進展している理由として中央

銀行であるスウェーデン国立銀行（Sveriges	Riksbank）は、①人口密度

が低く、現金運搬に伴うコストが高いことから、金融機関が現金保有コス

トの削減や支店数の削減等に取り組むインセンティブが強いこと、②大銀

行が比較的少なく、決済分野においての銀行間連携が可能であること、③

好奇心が強く、テクノロジーフレンドリーな国民性が新しいサービスを積

極的に利用する意欲を高めていること、の3点を挙げている72。

近年は、スマートフォンの普及に伴い、モバイル端末による決済サービ

スである消費者向けの「Swish」、消費者・中小事業者向けの「iZettle」

というスマートフォン向けのアプリケーション（以下「アプリ」という。）

が普及し、キャッシュレス化に大きく貢献している。

a．Swish（スウィッシュ）
民間銀行6社73が共同で開発し、Getswish社により2012年から提供が

開始された、携帯電話番号で指定した先に送金可能なアプリ。2017年8

月時点のユーザー数は約600万人74と、同国人口約1,000万人75の半数以

上がユーザーであり、スウェーデン銀行協会が公表する統計によれば

71	 CPMI（2016）
72	 Sveriges	Riksbank（2016b）
73	 Danske	 Bank、Handelsbanken、Länsförsäkringar、Nordea、SEB、Swedbank	 och	

Sparbankernaの6社（出所：Getswish（2017a））。
74	 Getswish（2017b）
75	 スウェーデン統計局（SCB）の人口統計によれば、2017年11月末時点で10,112,669人（出所：

Statistics	Sweden（2017））。
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2016年の取引件数は1億6,800万件に上る76。個人の利用者は手数料がか

からず、店舗での決済だけでなく、教会の献金や屋台等における決済で

も利用されている。

b．iZettle（アイゼトル）
iZettle社により2011年から提供が開始された、スマートフォンと無

料で提供される専用のカードリーダを用いてクレジットカード等の決済

が可能なアプリ。加盟店ユーザー数は明らかではないが、同社は、毎日

1,000ユーザーを新規に獲得しているとしている77。

さらに、スウェーデン国立銀行は2016年11月に自国通貨スウェーデン・

クローナのデジタル通貨である「eクローナ」の発行の必要性を検討する

と発表し78、2017年3月には「eクローナ」の導入に向けた3段階の工程表

を発表した79。第1段階では、同年11月までにeクローナ導入を検証した報

告書をまとめ、同年12月までに第2段階に進むかを判断するとしている。

第2段階では、技術的要素や規制について検討のうえ、2018年末を目途に

発行の是非を判断し、第3段階では、2019年から実証実験を行い、発行の

準備に入ることとしている。

②　キャッシュレス化の効果と課題
前述の取組みにより、現金の利用率が低下し、2012年に3,416台あった

ATMは、2016年に2,850台に減少80するなど、現金にアクセスする手段は

減少傾向にある。

スウェーデン国立銀行は、ウェブサイトのFAQにおいて小売店やレスト

ランなどの事業者が現金の受取りを完全に拒否したり、硬貨や特定の紙幣

の受取りを拒否したりできることを示すとともに、こうした事業者に対し、

消費者の目線に立って、店舗の看板等でこうした方針を示すことが望まし

いことを示している81。

一方で、同行はキャッシュレス社会の進展を肯定的に捉えているものの、

現金にアクセスする手段の減少速度には警鐘を鳴らしており、スウェーデ

76	 Svenska	Bankföreningen（2017）
77	 iZettle（2017）
78	 Sveriges	Riksbank（2016c）
79	 Sveriges	Riksbank（2017a）
80	 Sveriges	Riksbank（2017b）
81	 Sveriges	Riksbank（2017c）
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ン議会に対し、銀行に対して顧客が現金にアクセスする手段を一定程度保

持することを義務化するよう提案している82。

（2）　カナダ
①　主なキャッシュレス化の取組み
カナダでは、2012年に少額硬貨である1セント硬貨の製造を打ち切った。

また、スウェーデン同様、中央銀行であるカナダ銀行（Bank	of	Canada）

によるデジタル通貨の発行が検討されている。

a．少額硬貨の廃止
鋳造コストの高騰、タンス預金等の増加による流通量の減少、取扱い

コスト高等を背景に2012年のEconomic	Action	Planにおいて、当時の

最小通貨であった1セント硬貨の段階的廃止を発表し、2012年に鋳造を

終了、2013年に供給を終了した83。

なお、1セント硬貨の流通は廃止されたが、1セントという単位は廃

止されていない。そのため、クレジットカード取引等では、流通廃止前

と同様に1セント単位まで処理されるが、現金取引では、1セント単位

の端数を切り上げあるいは切り捨てするルールが定められた。

b．中央銀行によるデジタル通貨の発行
カナダ銀行は、R384、6つの民間銀行、カナダ決済協議会（Payments	

Canada）とともに、分散型台帳技術等による大口決済の実現可能性を

検証するための実証実験「Project	Jasper」を実施している。この実証

実験は、カナダ銀行が、参加銀行がカナダ銀行に預け入れたカナダドル

と同額のデジタル通貨「CAD-coin」を発行し、参加者間のリアルタイ

ム決済に使用するもので、参加者はカナダ銀行を通じて「CAD-coin」

をカナダドルに戻すことも可能とされている85。

②　キャッシュレス化の効果と課題
カナダ政府は、2012年時点で、1セント硬貨の鋳造に1枚1.6セント、年

82	 Sveriges	Riksbank（2016d）
83	 Royal	Canadian	Mint（2017）
84	 米・金融ベンチャーのR3CEV社が中心となって、新技術を活用した金融業向けインフラの構築や法

規制への対応等の研究を目的に2015年9月に設立されたコンソーシアム。
85	 Rod	Garratt（2017）
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間1,100万カナダドルの負担が発生していたと推定しており86、廃止により

こうしたコストの削減が実現したと考えられる。

「CAD-coin」に関しては、基盤となる分散台帳型技術等が既存の金融シ

ステムと相互作用することで利点が生じるとしつつも、オペレーショナル

リスク等での改善点もあると結論付けている87。

（3）　韓国
①　主なキャッシュレス化の取組み
a．クレジットカードの利用奨励
韓国政府は、1999年に、クレジットカード決済の金額に応じた所得

控除の導入、クレジットカード決済の領収書による福引き制度の導入、

クレジットカード未加盟店への加盟促進（未加盟店への税務調査強化）

等を内容としたクレジットカードの利用奨励策を導入した88。この取組

みは、個人消費の喚起のほか、課税所得の捕捉を目的としたものであっ

たが、この結果、クレジットカードの利用件数および金額は1998年の

約2億8,152万6,000件・47兆200億ウォンから2000年の約6億5,205万

6,000件・135兆8,640億ウォンへと急激に上昇した89。

b．コインレスに向けた取組み
韓国の中央銀行である韓国銀行（Bank	of	Korea）は、2016年5月に

「Payment	System	Policy	Roadmap-Vision	2020」を公表し、リテール

決済の改善を課題の1つとして取り上げた90。これを踏まえ、同行は同年

12月に「Action	Plan	for	ʻCoinless	Societyʼ」を公表し、韓国で目指す

べきコインレス社会（硬貨がない社会）のモデルと実現に向けた具体的

施策の検討を始めた91。また、2018年～ 2020年にかけて、釣銭を銀行

口座に入金する仕組みについても検討予定である92。

②　キャッシュレス化の効果と課題
「Action	Plan	for	ʻCoinless	Societyʼ」では、コインレス化により期待さ

れる効果として、公共利便の向上、社会的コストの削減、新しい電子的な

86	 Government	of	Canada（2012）
87	 Bank	of	Canada（2017）
88	 堂下浩（2006）
89	 Bank	of	Korea（2011）
90	 Bank	of	Korea（2016a）
91	 Bank	of	Korea（2016b）
92	 Bank	of	Korea（2016b）
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決済サービスの促進が挙げられている。

公共利便の向上については、例えば事業者にとっては釣銭を管理するコ

ストを削減可能であるほか、利用者にとってはコインを持ち歩くことから

解放されるとしている。

社会的コストの削減については、コインの流通量の減少に伴い、コイン

を管理するコストが減少するとしている。また、事業者がこの取組みによ

り新たに生まれ得る決済サービス提供者との協力関係を強化することで、

関連サービスが促進されると指摘されている93。

（4）　インド
①　主なキャッシュレス化の取組み
インドは、上述の諸外国と比較すると現金が利用されている傾向にある

（前掲図表1）が、現在、インド政府主導でキャッシュレス化に向けた取

組みが行われている。ここでは時系列に沿ってインド政府のキャッシュレ

スに向けた取組みを説明する。

a．Unified�Payments�Interface（UPI）
インド決済公社（National	Payments	Corporation	of	 India、NPCI）

が2016年4月から提供を開始した、参加銀行間でアドハー番号（国民ID

番号）や携帯電話番号、Eメールアドレス等の情報と口座情報を紐付け

て、資金移動を行うことができるネットワーク。利用者は、UPI用のID

を割り振られ、リアルタイムの個人間送金、店舗決済、EC決済などを

利用できる94。また、インド決済公社は、2016年12月にUPI上で機能す

る「Bharat	Interface	for	Money（BHIM）」というアプリをリリースし

た。当該アプリを利用すれば、UPIのIDやQRコード等を利用したスマー

トフォン等からの送金が可能になる95。

b．高額紙幣の切替え
インド政府は、2016年11月8日に、流通する現金通貨の85％相当に

当たる高額紙幣（1,000ルピー、500ルピー）を11月9日午前零時から

無効とし、11月10日から新紙幣（2,000ルピー、500ルピー）を発行す

る等を内容とした声明を発表し、年内に旧紙幣を新紙幣に交換するか、

93	 Bank	of	Korea（2016b）
94	 NPCI（2017a）
95	 NPCI（2017b）
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銀行等の預金口座に預けるよう国民に促した96。高額紙幣切替えは、

GDPの約23％（2007年時点）を占めているといわれている犯罪資金の

根絶という目的があったが、発表から実施までが非常に短期間であった

ために新紙幣の供給が追い付かなかった結果、現金の流通が減少し

た97。

②　キャッシュレス化の効果と課題
高額紙幣の切替えに伴い導入された新紙幣の供給不足により現金の流通

が減少した結果、モバイル端末による電子決済が急速に普及した（図表
12）。
一方、突然の高額紙幣の切替えは、決済が滞ったり、銀行・ATMに人々

が殺到したりするなど、社会的な混乱も引き起こしたと報じられた98。

【図表12】m�-Wallet99による決済の決済金額・件数の推移
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96	 Government	of	India	Ministry	of	Finance	Department	of	Economic	Affairs（2016）
97	 Reserve	Bank	of	India（2017a）
98	 REUTERS（2016）
99	 インド政府が運営するキャッシュレス決済に関する情報ウェブサイト「CASHLESS	INDIA」によれ

ば、「m	-wallet（mobile	wallet）」とは、デジタルフォーマットによる送金手段であり、特にクレジッ
トカードやデビットカード情報と紐付いたmobile	walletのアプリを用いて、モバイル端末間やイン
ターネット上で送金を行うことを指す。
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（5）　中国
①　主なキャッシュレス化の取組み
国連の関係機関であるBetter	Than	Cash	Allianceの発表によると、中

国では、ここ数年で、後述するAlipayやWeChat	Payを中心にモバイル決

済額が急激に増加している（図表13）。

【図表13】中国におけるモバイル決済額

（出所）Better�Than�Cash�Alliance（2017）

a．Alipay（支付宝：アリペイ）
アリババグループのアント・フィナンシャル社が2004年から運営す

る決済サービスアプリ。QRコードによる決済が可能。利用者は、決済サー

ビスのほか、同グループの企業が提供している少額貸付、保険、資産運

用および信用スコアの提供等の金融サービスをすべて利用することがで

きる。

b．WeChat�Pay（微信支付：ウィーチャットペイ）
テンセント社が、2013年から運営する決済サービスアプリ。QRコー

ドによる決済が可能。モバイル決済取扱高はAlipayよりも少ないものの、

メッセージアプリWeChatの利用者を取り込み、少額かつ頻繁な決済に

利用されている。
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②　キャッシュレス化の効果と課題
手軽に利用できるモバイル決済の普及は、QRコードの読み取りにより

利用できる自転車のシェアリングサービスなど、シェアリングエコノミー

型の新たなビジネスモデルの創出に繋がっていると考えられる100。

一方で、金融監督の対象ではない決済サービス事業者による決済が普及

することで、資金の流れの不透明化等の問題が生じており、中国当局は決

済サービス事業者に対する監督・規制の強化を進めている。例えば、モバ

イル決済サービスはアリババグループやテンセント社といった金融監督の

対象にならないIT企業が提供していたことから、中国当局は2010年から

決済サービス事業者に対して「決済業務許可証」の取得を義務化した101。

また2017年3月から清算機関の「網聯」を設立し、事業者と金融機関の間

に入り取引を仲介することでブラックボックス化していた資金の流れを透

明化させようと努めている。

また、これらの決済サービスでは、プリペイドで預かった資産から得ら

れる利息を収益源としていたが、金融規制から外れているにも関わらず、

上述のIT企業が巨額の資金を預かるようになった。このため、2017年4月

から施行された規制により、決済サービス事業者はプリペイドで預かった

資金の12％～24％を利息なしの口座に預ける義務を負うこととなった102。

以　　上

100	例えば、中国では自転車以外にも、車や民泊サービスといったものから、傘といった日用品に至る
までシェアリングサービスが広がっている。

101	中国人民銀行（2010）
102	中国人民銀行（2017）
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